
（資料３） 

 

改訂後の会計基準の適用時期について（案） 

 

 

○ 適用時期 

地方独立行政法人における準備等に配慮し、原則として平成２１

年度決算から適用することとしてはどうか。 

 

 

○ 今後のスケジュール 

平成 20 年３月中 とりまとめた会計基準及び適用の見通しを、 

地方独立行政法人に周知 

 

 

６月頃 公営企業型の減損会計基準のとりまとめ 

報告書のとりまとめ 

改訂後の会計基準の大臣告示 

 

平成 21 年度  改訂後の会計基準の適用 

※公営企業型に対する減損会計の適用時期については、検討中 


